
１．「女性に対する暴力をなくす運動」  

配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セ

クシュアルハラスメント等、女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、決し

て許されない行為です。これは職場におけるセクシュアルハラスメント等も該当

します。あなたの身近に「暴力」は潜んでいませんか？暴力の「未然防止」や

「拡大防止」に向けた意識を高めるとともに、暴力の被害に遭っていながらその

自覚がない人に被害を受けていることを認識してもらい、被害者や関係者が、相

談窓口等の必要な情報を入手し、ためらうことなく相談できるようにすることが

大切です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

 長崎市 市民生活部 人権男女共同参画室 

 電話：095-826-0026 

「女性に対する暴力をなくす運動」の一環

として、今年は、稲佐山山頂電波塔と眼

鏡橋・袋橋をシンボルカラーの紫色にライ

トアップします。パープル・ライトアップに

は、女性に対するあらゆる暴力の根絶を

広く呼びかけるとともに、被害者に対し

て、「ひとりで悩まず、まずは相談してくだ

さい。」というメッセージが込められていま

す。ぜひご覧ください。 

11/12（水）～13（木）、17（月）～20日（木）

及び11/25（火）に稲佐山山頂電波塔で、 

11/12（水）～16（日）に中島川（眼鏡橋・袋

橋）でパープル・ライトアップ↓ 

パープル・ライトアップ 

詳しくは内閣府HPを参照↓ 

（https://www.gender.go.jp/policy/

no_violence/no_violence_act/

index.html） 

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html


２．アマランスフェスタ2025を開催します！  

長崎市では、平成14年10月1日に「長崎市男女共同参画推進条例」を施行したことを記念し

て、毎年10月1日から10月7日までの1週間を「パートナーシップ推進週間」と定めてお

り、この期間中の男女共同参画に関する啓発活動の一環として毎年度「アマランスフェスタ」

を開催しています。今年は、令和7年10月4日（土）、10月5日（日）にアマランスフェ

スタ2025を開催します。 

 基調講演 10月4日（土） 参加無料 

・テーマ：足し算で生きる ～震災取材・男女共同参画と人権～ 

・講師：笠井信輔さん（フリーアナウンサー） 

被災地で支え合う人々を取材した笠井信輔さんが、男女共同参画

や人権尊重の大切さなど、現場で感じたことをお話しします。 

・会場：長崎市市民生活プラザホール 

（長崎市築町3−18 メルカつきまち5階 ） 

・時間：開場 13時30分 

    長崎市男女イキイキ企業表彰 14時00分から14時30分 

    基調講演 14時30分から16時00分 

・定員：240人（先着申込順） 

各種講座・イベント 10月5日（日）参加無料 

・会場：長崎市男女共同参画推進センター（アマランス） 

（長崎市魚の町５-１ 長崎市民会館１階） 

男女共同参画や子育てに関する様々な講座やイベント、販売などがあります。ぜひお越

しください。 

 

参加ご希望のかたは、10月2日（木）までに次のいずれかの方法でお申し込みくだ

さい。 

・電話 095-826-0026  ・窓口 人権男女共同参画室（長崎市役所10階）  

・長崎市ホームページ 

※一時保育（無料）を希望される方は9月20日（土）までにお申し込みください。

（定員あり、先着申込順） 

詳しくはこちらから▶ 

アマランスフェスタ2025 検索 







１ カテゴリ 

  お知らせ 

 

２ タイトル 

  市内の地元企業６社が新たに長崎市の地域貢献企業として認定を受けました！ 

 

３ 本文 

 

長崎市では、自治会や地域コミュニティ連絡協議会などの地域団体が行う地域活動に貢献する事業者を「なが

さき型地域貢献企業等」として認定しています。 

具体的には、自治会等が実施する清掃活動への参加や行事への協力、また社員が地域活動に従事する際に取得

できる有給休暇制度（地域貢献休暇制度）の創設など、地域コミュニティの推進に多大な貢献をしている事業所

を認定するものです。 

 

この度、新たに６社を「ながさき型地域貢献企業等」に認定しましたので、ご紹介します。 

今後、ますますのご協力をお願いいたします。 

 

制度の詳細はこちらから↓↓ 

長崎市ホームページ：長崎の地域に貢献する企業等を募集します（ながさき型地域貢献企業等認定制度） 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6223.html 

 

  
 

＜新たに認定された事業者 ６社＞ 

認定番号 事業所名 活動内容 

9 有限会社岩尾建業 

・地域行事の準備（ペーロン大会） 

・夏祭りの運営補助 

・子育て支援活動（餅つき大会運営補助） 

10 武藤建設株式会社 
・連携協定の締結 

（環境美化活動、防災及び災害時協力、行事支援） 

11 社会福祉法人平成会 

・連携協定の締結 

（地域行事への参画、備品貸与、災害発生時の一時避難所と

しての開放等） 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6223.html


12 株式会社西海興業 

次の取組みのために、従業員が休暇取得予定。 

・環境美化活動（自治会の古紙リサイクル回収活動への参加） 

・子育て支援活動（小学校 PTA 会長として関係会議を運営） 

13 医療法人稲仁会 

・地域行事（七夕飾り、餅つき門松つくり等）の運営補助 

・地域行事への寄付 

・自治会行事実施時の法人施設の無償提供 

14 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 

・定期開催をしている買い物支援事業の運営補助及び資材や

車両の提供 

・地域行事（健康増進イベントや地域まつり）の運営補助及

び資材や賞品の提供 

 

＜これまでに認定された事業者＞ 

認定番号 事業所名 活動内容 

1 株式会社田浦組 
・環境美化活動（清掃活動への参加） 

・高齢者・障害者支援活動（敬老会への寄附） 

2 株式会社丸栄組 
・連携協定の締結 

（行事支援、避難場所の提供） 

3 株式会社弘栄工業 
・連携協定の締結 

（行事支援、避難場所の提供） 

4 錦建設工業株式会社 
・環境美化活動（清掃活動への参加） 

・金銭的支援（スタンプラリーへの寄附） 

5 長興産業株式会社 
・連携協定の締結 

（行事支援、事務補助、非常時に資材の貸出、駐車場利用） 

6 三興建設株式会社 

・夏祭りの運営 

・防犯防災活動（火の用心パトロールへの参加） 

・金銭的支援（夏祭りへの寄附） 

7 株式会社三基 

次の取組みのために、従業員が休暇取得予定。 

・子育て支援活動（小学校育英会ふれあい祭りの準備、自治

会クリスマス会の準備） 

8 株式会社長崎西部建設 

次の取組みのために、従業員が休暇取得予定。 

・子育て支援活動（小学校 PTA 講演会）、環境美化活動（青少

年育成協議会清掃活動への参加）、小学校 PTA 交通安全運動

立哨 

 

お問い合せ先 

長崎市自治振興課 

〒850-8685 長崎市魚の町４番１号（10 階） 

電話 095-829-1134 



労働災害防止を徹底し、労働者の安全・健康の確保を！ 

事業主は、労働安全衛生法で定める労働災害防止のための措置を徹底するとともに、快適な職場

環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保しなければなりま

せん。労働災害のひとつである「じん肺」については、国において、粉じんの発生する職場で働く労働

者を守るために「じん肺法」や「粉じん障害防止規則」等が施行されています。 

事業主の皆様におかれましては、じん肺被害をはじめとする粉じんを吸入することによって発生す 

る健康被害から労働者を守るため、具体的な取組みとして、防塵マスクの着用などの安全対策の 

徹底に努めていただくようお願いします。 



長崎県
NAGASAKI PREFECTURE

長崎県労働委員会事務局
☎０９５－８９４－３５７１s23000@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県労働委員会事務局 検索

労働相談会
～10月は「個別労働紛争処理制度」周知月間です～
労働条件や労使関係など職場で起こる様々なトラブルについて、
労働問題アドバイザーが、働く方、事業主の方、双方からの相談に
お答えします！ぜひお気軽にご利用ください。

佐世保会場

10月19日日
▶10時00分～16時00分

▶佐世保市天満町１-２７

県北振興局天満庁舎
（旧県北会館）３階会議室

▶9時30分～16時30分

0120-783-258

事前予約 　　☎095-894-3571　ご予約優先！

長崎会場

10月26日日
▶9時30分～16時30分

▶長崎市尾上町３-１

長崎県庁行政棟
３階３０８会議室

電話相談も受け付けます！ 同時開催

Ⓡ

※県内からのお電話に限ります。

10月19日日 10月26日・ 日

休 日
相談無料 秘密厳守

な
ん
で
も
相
談

・賃金未払い
・パワハラ
・解雇　
・雇止め
　　　　など

近年の相談事例

※当日受付も可



労働トラブルでお悩みの皆様

労働委員会のあっせん
をご活用ください！

労働委員会は働く方と事業主の方とのトラブルを解決するため、法律によって
設けられた行政機関です。
公益委員（弁護士など）、労働者委員（労働組合役員など）、使用者委員（会社経営者など）
がそれぞれの立場を代表するあっせん員として、労使双方の主張をよく聞き、
話合いによる解決をお手伝いします。

費用
無料

秘密
厳守

～働く方、事業主の方、どちらからもお問い合わせいただけます～

パワハラ リストラ
配転拒否

セクハラ 賃金未払い

このような
お悩みは

労働委員会で

解決！
長崎県労働委員会

長崎県労働委員会事務局
〒８５０－８５７０　長崎市尾上町3-1行政棟７階

☎ ０９５－８９４－３５７１
s23000@pref .nagasak i . lg . jp

まずはお気軽に
お問合せください！







●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

計
画
的
な

取
得
で

実
り
あ
る

休
暇
を
！

10月は「年次有給休暇
取得促進期間」です。
10月は「年次有給休暇
取得促進期間」です。

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

 年次有給休暇  を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう



〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。 
1　当社の従業員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。
なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。

2　年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月～9月の間で3日間　後期=10月～翌年3月の間で3日間

3　各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
4　各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
5　各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。 
6　業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。
　〇〇〇〇年〇月〇日

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっています。

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた
残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が
行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

❶日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

●就業規則や労使協定のモデルは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

注）時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

❷活用方法

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定の例（個人別付与方式の場合）

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

〈労使協定で定める事項〉
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
　  対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外と  
　  する場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。
② 時間単位年休の日数
　  １年５日以内の範囲で定めてください。

③ 時間単位年休１日分の時間数
　  １日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めて
　  ください。１時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてく
　  ださい。（例）所定労働時間が１日７時間30分の場合は８時間となります。
④ １時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
　  ２時間単位など１日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を
　  定めてください。

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう
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